


ＧＨ併設型 単独型

（参考資料８）地域における居住支援のための機能強化

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、各地域の抱える課題に応じて、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊
急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を地域に整備していく手法としては、❶ これらの機能を集約して整備する「多機
能拠点整備型」（グループホーム併設型、単独型）、❷地域において機能を分担して担う「面的整備型」等が考えられる。
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① 地域で生活している障害者等との常時の連絡体制の確保、緊急一時的な宿泊の場の提供など地域で暮らしている障害者等を支援するための事業や地域の関
係機関と連絡調整を行うコーディネート事業を行うこと

② ①の機能をグループホームに付加的に集約して整備することが障害福祉計画に地域居住支援の一環として位置づけられていること
③ １つの建物であっても、入り口（玄関）が別になっているなど建物構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されていること
④ １つの建物に設置する共同生活住居の入居定員の合計数が２０人以下（短期入所（空床利用型を除く。）を行う場合、当該短期入所の利用定員数を含む。）で
あること

都市部など土地の取得が困難な地域等においても、各都道府県の判断で地域の居住支援体制を柔軟に整備できるよう、次のいずれにも該当するものと
して都道府県が認めた場合は、１の建物の中に複数の共同生活住居の設置を認めることとする。

この場合、専門的な知識・技
術を有するスタッフによる支
援や夜間の支援体制等を確保
する観点等から、一定程度の
規模が必要なケースも考えら
れる。

（参考）居住支援のための機能強化の整備手法のイメージ

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、関係者や障害当事者が参画して検討

１の建物における共同生活住居の設置数に関する特例

多機能拠点整備型 面的整備型
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